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地域審議会について 
 

１ 審議会の趣旨・設置概要 

（１）趣旨 

   合併による行政区域の拡大に伴い、地域の実情に応じた施策展開を図るため、住

民意見を反映する機会として設けるもの。  

 
（２）設置の経過 

   前橋市・富士見村合併協議会の第２回合併協議会（平成２０年４月２２日）にて、

地域審議会の設置並びに組織及び運営に関して定めた「地域審議会の取り扱いに関

すること」が承認され、「設置等に関する協議書」により地域審議会の設置が定め

られた。  

※平成２０年８月：前橋市議会及び富士見村議会にて議決  
 

（３）設置の根拠  
  ①法的根拠 

   合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係市町村の区

域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る事務に関し合併

市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき合併市町村の長に

意見を述べる審議会（次項において「地域審議会」という。）を置くことができる。 

※「市町村の合併の特例等に関する法律」第２２条第１項  
    
  ②設置等に関する協議書  

「市町村の合併の特例等に関する法律」第２２条第１項及び第２項の規定に基づ

き、合併前の勢多郡富士見村の区域（以下、「対象区域」という。）に地域審議会

を置く。 

※協議書第１条 
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２ 審議会の概要 

 

区分 内容 関連法令等 

名称 前橋市富士見地区地域審議会 

 

・ 協議書第２条 

 

位置づけ 市長の附属機関 ・ 地方自治法第１３

８条の４第３項 

設置期間 平成２１年５月５日～平成３２年３月３１日 

 

・ 協議書第３条 

 

所掌事務 ・ 富士見地区にかかる以下の事務について市

長の諮問に応じて審議・答申する。 

①新市基本計画の変更に関すること 

②新市基本計画の執行状況に関すること 

③その他市長が必要と認めること 

・ 富士見地区に係る必要と認める事項につい

て市長に意見を述べる。 

・ 協議書第４条 

 

組織 ２０人以内の委員で組織する。 

 

・ 協議書第５条 

 

会議開催 ・ 市長が招集する 

・ 毎年度開催する 

・ ４分の１以上の委員から審議を求める事項

が示され、会議の招集を請求されたときは、

市長は招集しなければならない。 

・ 協議書第８条 

 

会議運営 ・ 委員の半数以上が出席しなければ開催でき

ない。 

・ 会長が会議の議長となる。 

・ 会議は公開とする。 

・ 協議書第９条 

・ 前橋市審議会等の

会議の公開に関す

る要領 

庶務 ・ 富士見支所が処理する。 

・ 審議会の庶務調整は政策推進課が処理す

る。 

・ 協議書第１０条 
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３ 委員の概要 

 

区分 内容 関連法令等 

委員 富士見地区に住所を有し、以下の条件に合う者の

うちから市長が任命する。 

 ①学識経験を有する者 

 ②公募による者 

・ 協議書第５条 

 

任期 ２年間（再任を妨げない） ・ 協議書第６条  

 

会長・副会長 委員の互選により定める。 

 

・ 協議書第７条 

 

委員の選任 学識経験者、公募委員、女性委員の登用等の割合

などに配慮しながら、市長が委嘱する。 

 

・ 前橋市審議会等

の設置の指針及

び運営に関する

要綱  

・ 前橋市審議会等

の委員公募実施

要領  

 

 

 

 

 

 



 4

前 橋 市 及 び 勢 多 郡 富 士 見 村 の 廃 置 分 合 に 伴 う 地 域 審 議 会 の 設 置 等 に 関

す る 協 議 書  

平 成 ２ ０ 年 ８ 月 １ ８ 日  

告 示 第 ３ ７ ７ 号  

 

平 成 ２ １ 年 ５ 月 ５ 日 か ら 勢 多 郡 富 士 見 村 を 廃 し 、 そ の 区 域 を 前 橋 市

に 編 入 す る こ と に 伴 う 地 域 審 議 会 の 設 置 並 び に 組 織 及 び 運 営 に 関 し 必

要 な 事 項 に つ い て 、市 町 村 の 合 併 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 (平 成 １ ６ 年 法

律 第 ５ ９ 号 )第 ２ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 、下 記 の と お り 定

め る も の と す る 。  

記  

(設 置 ) 

第 １ 条  市 町 村 の 合 併 の 特 例 等 に 関 す る 法 律 (平 成 １ ６ 年 法 律 第 ５ ９

号 )第 ２ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、合 併 前 の 勢 多 郡 富 士

見 村 の 区 域 (以 下「 対 象 区 域 」と い う 。)に 、地 域 審 議 会 (以 下「 審 議

会 」 と い う 。 )を 置 く 。  

(名 称 ) 

第 ２ 条  審 議 会 の 名 称 は 、 前 橋 市 富 士 見 地 区 地 域 審 議 会 と す る 。  

(設 置 期 間 ) 

第 ３ 条  審 議 会 の 設 置 期 間 は 、 平 成 ２ １ 年 ５ 月 ５ 日 か ら 平 成 ３ ２ 年 ３

月 ３ １ 日 ま で と す る 。  

(所 掌 事 務 ) 

第 ４ 条  審 議 会 は 、 対 象 区 域 に 係 る 次 に 掲 げ る 事 務 に つ い て 市 長 の 諮

問 に 応 じ て 審 議 し 、 答 申 す る も の と す る 。  

(１ ) 新 市 基 本 計 画 の 変 更 に 関 す る こ と 。  

(２ ) 新 市 基 本 計 画 の 執 行 状 況 に 関 す る こ と 。  

(３ ) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る こ と 。  

２  審 議 会 は 、 対 象 区 域 に 係 る 必 要 と 認 め る 事 項 に つ い て 市 長 に 意 見

を 述 べ る こ と が で き る 。  

(組 織 ) 

第 ５ 条  審 議 会 は 、 20 人 以 内 の 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 対 象 区 域 に 住 所 を 有 す る 者 で 、 次 の 各 号 に 掲 げ る も の の

う ち か ら 、 市 長 が 任 命 す る 。  
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(１ ) 学 識 経 験 を 有 す る 者  

(２ ) 公 募 に よ る 者  

(任 期 ) 

第 ６ 条  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。 た だ し 、 委 員 が

欠 け た 場 合 に お け る 補 欠 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

２  委 員 は 、対 象 区 域 に 住 所 を 有 し な く な っ た と き は 、そ の 職 を 失 う 。  

(会 長 及 び 副 会 長 ) 

第 ７ 条  審 議 会 に 会 長 及 び 副 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  

２  会 長 は 、 審 議 会 を 代 表 し 、 会 務 を 総 理 す る 。  

３  副 会 長 は 、 会 長 を 補 佐 す る 。  

４  会 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 副 会 長 が そ の

職 務 を 代 理 す る 。  

(会 議 ) 

第 ８ 条  審 議 会 の 会 議 (以 下 「 会 議 」 と い う 。 )は 、 市 長 が 招 集 す る 。  

２  会 議 は 、 毎 年 度 、 開 催 す る も の と す る 。  

３  委 員 の 4 分 の 1 以 上 の 者 か ら 審 議 を 求 め る 事 項 を 示 し て 会 議 の 招

集 の 請 求 が あ る と き は 、 市 長 は 、 こ れ を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。  

(会 議 の 運 営 ) 

第 ９ 条  会 議 は 、 委 員 の 半 数 以 上 が 出 席 し な け れ ば 、 こ れ を 開 く こ と

が で き な い 。  

２  会 長 は 、 会 議 の 議 長 と な る 。  

３  会 議 は 、 公 開 と す る 。 た だ し 、 会 議 を 公 開 す る こ と に よ り 、 円 滑

な 審 議 が 著 し く 阻 害 さ れ 、 会 議 の 目 的 が 達 成 さ れ な い と 認 め る と き

は 、 会 議 の 議 決 に よ り 一 部 又 は 全 部 を 非 公 開 と す る こ と が で き る 。  

４  議 長 は 、 審 議 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 の 出 席

を 求 め 、 そ の 説 明 又 は 意 見 を 聴 く こ と が で き る 。  

(庶 務 ) 

第 １ ０ 条  審 議 会 の 庶 務 は 、 対 象 区 域 に 置 く 支 所 に お い て 処 理 す る 。  

２  審 議 会 の 庶 務 の 調 整 は 、 企 画 担 当 部 署 に お い て 処 理 す る 。  

(委 任 ) 

第 １ １ 条  こ の 協 議 に 定 め る も の の ほ か 、 審 議 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 協 議 は 、 平 成 ２ １ 年 ５ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。   
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＜参考＞ 

 

地域審議会の設置等にかかる関連法令等 

 

１ 地域審議会の設置に関する条項 

  「市町村の合併の特例等に関する法律」第２２条  
～  抜  粋  ～  

（地域審議会）   

第２２条   合併関係市町村の協議により、期間を定めて合併市町村に、合併関係

市町村の区域であった区域ごとに、当該合併市町村が処理する当該区域に係る

事務に関し合併市町村の長の諮問に応じて審議し又は必要と認める事項につき

合併市町村の長に意見を述べる審議会（次項において「地域審議会」という。）

を置くことができる。   

２   地域審議会の構成員の定数、任期、任免その他の地域審議会の組織及び運営

に関し必要な事項については、合併関係市町村の協議により定めるものとする。 

３   前二項の協議については、合併関係市町村の議会の議決を経るものとし、そ

の協議が成立したときは、合併関係市町村は、直ちにその内容を告示しなけれ

ばならない。   

４   合併市町村は、第二項の協議により定められた事項を変更しようとするとき

は、条例でこれを定めなければならない。   
  
 

２ 市長の附属機関に関する条項 

  「地方自治法」第１３８条の４  
～  抜  粋  ～  

第１３８条の４ 普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長

の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。 

２ 普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地

方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する

事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。 

３ 普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属

機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、

諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機

関については、この限りでない。  
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３ 新市基本計画の作成及び変更に関する条項 

  「市町村の合併の特例等に関する法律」第６条  
～  抜  粋  ～  

（合併市町村基本計画の作成及び変更）   

第６条   合併市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定め

るところにより、作成するものとする。   

一   合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針   

二   合併市町村又は合併市町村を包括する都道府県が実施する合併市町村の

円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業に関する事項   

三   公共的施設の統合整備に関する事項   

四   合併市町村の財政計画   

２   合併市町村基本計画は、合併市町村の円滑な運営を確保し、均衡ある発展を

図ることを目的とし、合併市町村の一体性の確立及び住民の福祉の向上等を図

るよう適切に配慮されたものでなければならない。   

３   合併協議会は、合併市町村基本計画を作成し、又は変更しようとするときは、

あらかじめ、合併関係市町村を包括する都道府県の知事に協議しなければなら

ない。   

４   合併協議会は、前項の規定により合併市町村基本計画を作成し、又は変更し

たときは、直ちに、これを公表するとともに、総務大臣及び合併関係市町村を

包括する都道府県の知事に送付しなければならない。   

５   第四条第十八項又は前条第二十七項の規定により合併協議会が置かれた場

合には、当該合併協議会は、その設置の日から六月以内に、合併市町村基本計

画の作成その他市町村の合併に関する協議の状況を、第四条第一項又は前条第

一項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。   

６   第六十一条第二十三項の規定により合併協議会が置かれた場合には、当該合

併協議会は、その設置の日から六月以内に、合併市町村基本計画の作成その他

市町村の合併に関する協議の状況を、同条第一項の規定により合併協議会を設

けるべきことを勧告した都道府県知事に報告するとともに、これを公表しなけ

ればならない。   

７   合併市町村は、その議会の議決を経て合併市町村基本計画を変更することが

できる。   
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８   前項の場合においては、合併市町村の長は、あらかじめ、当該合併市町村を

包括する都道府県の知事に協議しなければならない。   

９   第七項の規定により合併市町村基本計画を変更しようとする合併市町村の

長は、当該合併市町村に第二十二条第一項に規定する地域審議会が置かれてい

る場合、第二十四条第一項に規定する合併に係る地域自治区が設けられている

場合又は合併特例区が設けられている場合においては、あらかじめ、当該地域

審議会、当該合併に係る地域自治区の地域協議会（地方自治法第二百二条の五

第一項  に規定する地域協議会をいう。）又は当該合併特例区の合併特例区協議

会の意見を聴かなければならない。   

１０   第四項の規定は、第七項の規定により合併市町村が合併市町村基本計画を

変更した場合について準用する。   

 
    
４ 審議会に関する要綱・要領 

  「前橋市審議会等の会議の公開に関する要領」  
 （趣旨） 

第１条 この要領は、前橋市情報公開条例（平成９年前橋市条例４５号。以下「条

例」という。）第１６条の２に規定する審議会等の会議の公開について、必要

な事項を定めるものとする。 

 （非公開の決定方法及び非公開事項） 

第２条 審議会等の長又は設置者は、会議の審議内容が次の各号のいずれかに該

当するときは、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。 

  (1) 条例第６条に規定する非公開情報に関する事項  
 (2) その他会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、

会議の目的が達成されないと認められる事項 

２ 審議会等の長は、会議の開催時又は会議の進ちょく途中において、前項各号

に掲げる事項に該当するおそれが生じたとき又は委員からその旨の指摘があっ

たときは、会議に諮り、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。こ

の場合の審議は、必要に応じ審議会等の長の判断により非公開で行うことがで

きる。 

３ 審議会等の長は、前項の規定により非公開とする場合には、傍聴者に対し理

由を説明するものとする。 

 （会議開催の事前公表） 
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第３条 会議の日程、会議名、議題、場所、公開・非公開の別、非公開の場合は

非公開とする理由、傍聴の定員、問い合わせ先その他必要な事項を、事前に広

報まえばし、前橋市情報公開コーナー等で公表するものとする。ただし、会議

の開催が急を要し、その暇がないときはこの限りでない。 

２ 審議会等を所管する課等の長は、審議会等の会議の事前公表通知書（様式第

１号）を行政管理課長に事前に提出しなければならない。 

 （会議の傍聴） 

第４条 公開で行う会議は、何人も傍聴することができる。 

２ 審議会等の長は、会場の都合に合わせて、事前に傍聴者の定員を決定するも

のとする。 

 （先着順による傍聴） 

第５条 傍聴希望者が傍聴定員を超えた場合は、先着順により決定する。ただし、

先着順により難い場合は、抽選によることができる。 

 （傍聴のルール等） 

第６条 傍聴者は、次の事項を遵守しなければならない。  

 (1) 公然と意見を述べるなど会議を妨害しないこと 

 (2) 会議の模様は、原則として、撮影、録音しないこと 

２   審議会等の長は、傍聴者に傍聴する方へ（様式第２号）を配布し、傍聴のル

ール等を周知するものとする。 

    附 則 

 この要領は、平成１２年４月１日から施行する。  
   附 則  
 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。  
 
 
 「前橋市審議会等の設置の指針及び運営に関する要綱」 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、審議会等の適正な設置と円滑な運営に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、「審議会等」とは、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機

関及び市長等が市の事務について有識者等の意見を聴取するために設置する附

属機関に準ずるものをいう。 



 10

 （審議会等の設置の指針） 

第３条 審議会等の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。 

 (1) 審議会等の所掌事務は、できるだけ広範囲なものとすることにより、類似

した審議会等の設置を防ぎ、弾力的、機動的な運営を図るものとする。 

 (2) 審議会等の委員(以下「委員」という。）の数は、２０人以内とする。た 

  だし、法令に定めがある場合又は特別な事情がある場合は、この限りでない。 

 （審議会等の委員の選任） 

第４条 委員を選任する際には、当該審議会等の設置目的に応じて、市民の幅広

い意見及び専門的視点からの意見の反映並びに公正性の確保等を図るため、次

の事項に留意するものとする。 

 (1) 審議会等の機能が十分に発揮されるよう、広く各界各層の中から適切な人

材を選任するものとする。 

 (2) 委員の年齢構成については、特定の年齢層に偏ることのないよう幅広い年

齢層から選任するとともに、各世代の意見を活発化するため、できる限り若

年齢化に配慮するものとする。 

 (3) 積極的に女性の意見を反映させるため、特定のものを除く審議会等の委員

全体における女性委員の割合は、平成２４年度末までに３５％、２９年度末

までに４０％に達するよう努めることを目標に、女性委員の登用を推進する。

また、女性委員のいない審議会等については、やむを得ないものを除き、女

性のいない状況をできるだけ早く解消するように努める。 

 (4) 委員の公募については、設置目的、審議内容等を勘案した上で検討し、委

員の１５％以上を公募するよう努めるものとする。ただし、専門的な一定の

事柄について審議するもの及び利害関係の処分等に関し審査、審議又は調査

するものにあっては、この限りでない。 

 (5) 審議会等の委員が他の審議会等の委員を兼ねることができる件数は、５件

以内とする。 

 (6) 委員の在任期間は、連続して１２年を超えないものとする。 

２ 前項第５号及び第６号の規定は、委員に選任しようとする者が次の各号のい

ずれかに該当する場合には、適用しないことができる。 

 (1) 特定の職にある者を委員に充てている場合 

 (2) 専門分野の学識経験者を委員に充てている場合であって、他に適任者が見

当たらない場合 

 (3) 前２号に定めるもののほか、特別の理由がある場合 
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３ 審議会等の委員の公募に関しては、前橋市審議会等の委員公募実施要領（平

成１２年１月２５日伺定め）の定めるところによる。 

 （委員の制限） 

第５条 市議会議員及び市職員は委員に選任しない。ただし、法令に定めがある

場合又は審議会等の性質に照らしその専門知識が必要となる等やむを得ない場

合については、この限りでない。 

 （会議録の作成） 

第６条 審議会等の長は、会議終了後速やかに日時、場所、出席者、欠席者、議

事内容その他必要な事項を記載した会議録を作成するものとする。 

 （委員名簿等） 

第７条 審議会等を所管する課等の長（以下「所管課長」という。）は、審議会

等の委員を選任しようとするときは、事前に行政管理課長と協議するものとす

る。 

２ 所管課長は、審議会等の委員を選任したときは、当該審議会等の委員にかか

わる審議会等委員名簿総括表（様式第１号）及び審議会等委員名簿個人表（様

式第２号）（以下これらを「委員名簿」という。）を作成するものとする。 

３ 所管課長は、前項の規定により委員名簿を作成したときは、その写しを行政

管理課長に送付するものとする。                                              

 （審議会等の見直し） 

第８条 既に設置されている審議会等で、次の各号のいずれかに該当するものに

ついては、廃止又は統合を検討するものとする。 

 (1) 所期の目的が達成されたもの 

 (2) 社会経済情勢の変化等により、設置の必要性が低下したもの 

 (3) 活動実績がなく、活動が不活発なもの 

 (4) 他の行政手段等で対応可能なもの 

 (5) 審議事項、委員構成等が他の審議会等と類似又は重複するもの 

 (6) 行政の効率性の確保から統合することが望ましいもの 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

      附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 
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 （適用区分） 

２ この要綱は、この要綱の施行の日以後にその任期が満了することとなる附属

機関等の委員の選任から適用する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

  （適用区分） 

２ この要綱は、この要綱の施行の日以後にその任期が満了することとなる附属

機関等の委員の選任から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月 1 日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月 1 日から施行する。 

 
 
 「前橋市審議会等の委員公募実施要領」 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、前橋市審議会等の設置の指針及び運営に関する要綱（平成

１２年１月２５日伺定め）第４条第３項に規定する審議会等の委員の公募につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

 （公募方法） 

第２条 審議会等の委員の公募は、広報まえばし等に募集記事を掲載することに

より行うものとする。 

２ 前項の募集記事に掲載する事項は、おおむね次に掲げる事項とする。 

 (1) 募集趣旨 

  (2) 応募資格 

  (3) 募集人員 

  (4) 任期 

 (5) 委員の決定方法（選考又は抽選） 

  (6) 応募方法（募集期間及び応募申込書） 

  (7) 公開抽選日時及び会場 

  (8) 問い合わせ先 
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 （応募資格） 

第３条 審議会等の委員の応募資格は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第１６条の欠格条項に該当し

ない者 

 (2) 応募日現在において本市に住所を有する者 

 (3) 原則として２０歳以上の者 

 (4) 応募日現在において本市の審議会等の委員となっていない者 

 （応募方法） 

第４条 審議会等の委員の応募方法は、審議会等委員応募申込書（様式）により

申し込むものとし、募集期間は２週間程度とする。 

 （委員の決定） 

第５条 公募による審議会等の委員の決定は、抽選又は選考によるものとする。 

２ 抽選による場合は、あらかじめ日時・会場を定め、公開抽選により行うもの

とし、選考による場合において、女性登用及び若年齢化の推進に配慮が必要な

審議会等については、選考の際、加点するなどの調整を行うものとする。 

３ 委員の決定の結果は、応募者全員に連絡するものとする。 

 （公募に関する事務の所管） 

第６条 この要領に規定する公募に関する事務は、公募に係る審議会等を所管す

る課等が行うものとする。 

    附 則 

  この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この要領は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

  この要領は、平成１９年４月１日から施行する。  
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